
洋上作業員向け安全訓練施設 

新築設計業務 

公募型プロポーザル 募集要項 

■ 本事業の目的

本事業は、「日本財団オーシャンイノベーションプロジェクト」の一環として、国内で初と

なる実海域訓練が可能な海洋作業員向けのＧＷＯ認証※安全訓練施設創設事業です。 

国内では、政府がカーボンニュートラルを実現するため、洋上風力発電を再生可能エネルギ 

ーの柱として位置づけ、２０３０年には１０ＧＷ、２０４０年には３０～４５ＧＷの大規模な

案件形成を目指しております。このため、国内では洋上作業員に不可欠な安全訓練施設へのニ 

ーズが高まっており、本事業では、国内の洋上作業員向けの安全訓練施設の不足を解消し、日

本財団と連携し、海洋作業員の安全確保と洋上風力発電の導入拡大に貢献することを目指して

おります。

令 和 ４ 年 ８ 月 

特定非営利活動法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 
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I 本プロポーザルの目的 

本プロポーザルは，洋上作業員向け安全訓練施設新築設計業務に当たり，選定方法の公平性

等を確保しつつ，より優れた設計者を選定するため，公募型プロポーザル方式により広く提案

を求め，この業務に最も適した設計業務委託候補者（以下「設計候補者」という。）を選定し

ます。 

 

 
II 一般事項 

１ 名 称 洋上作業員向け安全訓練施設新築設計業務公募型プロポーザル 
 

２ 
 

 

３ 

主 催 者 
 

 

選定方式 

特定非営利活動法人 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会
（以下、「当会」） 

 

本プロポーザルは２段階の選定方式とします。 

４ 事 務 局 当会 

〒850-0862 長崎市出島町１－４３ Ｄ－ＦＬＡＧ１０５ 

TEL  ：095-893-8251             

FAX  ：095-893-8461 

E-Mail：info@ namicpa.com 

ホームページ：https:// namicpa.com 

 

 

III 参加申込者の資格要件等 

１ 参加申込者の資格要件 

本プロポーザルに参加を申し込む建築設計事務所（以下｢参加申込者」という｡）の必

要な資格は，参加申込期間末日時点において次の各号に該当するものとします。なお，

参加申込者は，単体企業とします。 

（１）長崎県内に、本店、支店または営業所を構える事務所であること。 

（２）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務

所の登録を受けている者であること。加えて、管理技術者及び主任担当技術者とな

る一級建築士及び設計前の測量、地質・地盤調査を行う測量士、地質調査技士を有

している者であること。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、

民事再生法（平成１１年法律２２５号）、特定債務等の調整の促進のための特定調

停に関する法律（平成１１年法律第１５８号）のいずれかに基づく手続き開始の申

立中、または手続中である者でないこと。 

（４）参加申込書の提出期限日の以前６ヶ月から契約締結日までの間において、手形交換

所で不渡手形もしくは不渡小切手を出した事実または銀行若しくは主要取引先から

の取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 

（５）建築士法第２６条第２項のきていによる一級参加業者の閉鎖命令を受けている者で

ないこと。 

（６）長崎県における暴力団排除条例による入札参加排除措置を受けている者でないこ

と。 

（７）設計者に選定された場合、提案提出時の管理技術者または主任担当技術者が当該建

mailto:syoubunb@pref.miyagi.lg.jp
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物の設計を担当でき、かつ令和５年２月までに当該建物の設計の完了が可能な体制

にあること。 

 

 

 
２ 参加申込者の参加形態 

（１）参加申込は，管理技術者及び総合，構造，電気，機械等の各業務分野を分担する主

任担当技術者から構成される「設計チーム」によって行うこと。 

（２）（１）に規定する「設計チーム」の構成員のうち管理技術者は，参加申込者に所属

する一級建築士とすること。 

（３）（１）に規定する「設計チーム」の構成員のうち，主任担当技術者は，参加申込者

に所属する一級建築士とすること。 

（４）同一の参加申込者からの設計チームは，１チームに限ること。 

 
３ 参加に関する制限 

次に掲げるものは，参加することができないものとします。 

（１）洋上作業員向け安全訓練施設新築設計業務公募型プロポーザル審査委員会（以下

「審査委員会」という。）の委員 

 

 
IV 評価・選定 

１ 審 査 

審査は、審査委員会で行います。 

審査委員会は、一級建築士・長崎大学・長崎総合科学大学・長崎海洋産業クラスター形

成推進協議会の審査委員により構成されます。 

 
２ 評価・選定方式 

 本設計業者の選定は、公募型２段階プロポーザル方式で行います。 

（１）第１段階（提案書提出者の選定） 

審査委員会は，「洋上作業員向け安全訓練施設新築設計業務公募型プロポーザル評価・選定

基準（以下｢評価・選定基準｣という。）」に基づき参加申込書の内容を評価し,参加申込

者の中から評価得点上位３者程度を提案書の提出者（以下｢プロポーザル提案者｣とい

う｡）として選定します。 

ただし，参加申込者の総数が３者以下の場合は，全ての参加申込者をプロポーザル提案者と

します。 

 

（２）第２段階（設計候補者等の選定） 

審査委員会は，プロポーザル提案者から提案書の内容に関するヒアリングを行った

上で評価・選定基準に基づき評価し，審議の上，設計候補者及び次点候補者を選定しま

す。 

なお，設計候補者と契約締結に向け協議を行う中で、その協議が整わない場合に

は、次点候補者と契約協議に移行します。 
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（３）審査基準の概要 

審査段階 審査基準 配点 

 

 

第１次審査 

技術力 ３０ 

企画・デザイン力 ３０ 

確実性・信頼性 ２０ 

取組意欲・調整力 ２０ 

合計 １００ 

 

 

第２次審査 

技術力 ３０ 

企画・デザイン力 ３０ 

確実性・信頼性 ２０ 

取組意欲・調整力 ２０ 

合計 １００ 

 

（４）提案を求めるコンセプトに対する考え方 

コンセプト 以下①～⑩を踏まえた施設整備の考え方 

① 洋上風力発電関連分野を中心とする海洋作業員向けの安全訓練施設と

します。 

② 安全訓練プログラムを効果的、機能的に実施する施設とします。 

③ 皆様が受講したい、再度受講したいと思える魅力的な環境を整えた施

設とします。 

④ 地球環境、ライフサイクルコストの低減に配慮した施設とします。 

⑤ 地域の景観や周辺環境に配慮した形状・色調及び配置、敷地の有効活

用したデザイン・設計とします。 

⑥ 国内からの受講生を受け入れるだけでなく、海外の受講生も受け入れ

も視野に入れた施設とします。 

⑦ ＶＲ等の最新教育機材の導入に適合した施設とします。 

⑧ 受講生のスムーズな導線とバリアフリーの確保、ユニバーサルデザイ

ンに配慮した施設とします。 

⑨ 衛生面、防火・避難経路等の安全面、空調・色調・照明等の快適環境

に十分配慮した施設とします。 

⑩ 研修・実習等、様々な活動・用途に対応可能な柔軟性の高い機能を有

する施設とします。 
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３ 選定結果の発表 

第１段階の選定結果については令和４年９月１４日（水）午後５時（予定）に，第２段

階の選定結果については令和４年９月２２日（木）午後５時（予定）に，それぞれ当会Ｈ

Ｐに掲載します。 

 
４ そ の 他 

本プロポーザルは設計候補者を選定するものであり，提案書を設計案として決定する

ものではありません。 

提案書とともに参考見積書を提出してもらいます。 

 

 
V 手 続 等 

１ 実施要項の入手 

本プロポーザルの参加申込方法等を含む実施要項及び様式は，当会ＨＰから出力して

ください。 

２ 参加申込等 

（１）参加申込 

本プロポーザルの参加申込者は，「参加申込書」（様式１）及び「設計チーム･設計

事務所 資格･業務実績等説明書」（様式２）を提出してください。 

事務局は、「参加申込書」受付後、「参加申込書受付確認」を参加申込者へ通知しま

す。 

① 申込場所：事務局 

② 申込期間：令和４年８月５日（金）から令和４年８月１９日（金）まで  

土曜日，日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時まで 

郵送の場合は，申込期間末日必着とします。 

③ 申込方法：持参又は書留による郵送とします。封書には「洋上作業員向け安全訓練

施設新築設計業務公募型プロポーザル 参加申込書在中」と朱書きし

てください。郵送の場合は到着の有無を必ず事務局まで確認願いま

す。 

（２）提案書提出方法等 

「参加申込書受付確認」の通知を受けた者は、第１段階のプロポーザル提案者とし

て、提案書を提出してください。 

① 提 案 書：１チームにつき１提案に限ります。 

② 提出場所：事務局 

③ 提出期間：令和４年８月２２日（月）から令和４年９月９日（金）まで 

土曜日，日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時まで

郵送の場合は，提出期間末日必着とします。 

④ 提出方法：持参又は書留による郵送とします。封書には「洋上作業員向け安全訓

練施設新築設計業務公募型プロポーザル 提案書在中」と朱書きし

てください。郵送の場合は到着の有無を必ず事務局まで確認願い

ます。 
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（３）質 問 

本プロポーザルの参加申込書及び提案書についての質問は，質問書（様式３）によ

り提出してください。 

なお，提出期間中であれば，複数回提出することも可とします。 

① 提出場所：事務局 

② 提出期間：令和４年８月５日（金）から令和４年８月１７日（水）まで   

土曜日，日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時まで。   

郵送の場合は，提出期間末日必着とします。 

③ 提出方法：持参，電子メール又は書留による郵送とします。電子メール，    

郵送の場合は到着の有無を必ず事務局まで確認願います。 

④ 回 答：当会ＨＰに随時（令和４年８月１８日（木）まで）掲載します。   

なお，質問の内容によっては回答できない場合があります。 
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VI プロポーザルの日程（予定） 

令和４年８月０５日（金）：実施要項の公表 

令和４年８月１７日（水）：質問書の提出締切 

令和４年８月１９日（金）：参加申込締切 

参加申込者へ「参加申込受付確認」を通知 

令和４年９月０９日（金）：提案書提出期限 

令和４年９月１４日（水）：第１段階選定結果の通知・公表（当会ＨＰに掲載） 

プロポーザル提案者へ第２段階審査への案内通知(メール) 

令和４年９月１６日（金）：第２段階審査 

令和４年９月２２日（木）：第２段階選定結果の通知･公表 （当会ＨＰに掲載） 

令和４年９月３０日（金）：契約締結予定 

 

 

VII 設計業務委託 

１ 業務委託契約 

設計候補者と随意契約により設計業務委託契約を締結することを基本とします。 

なお，設計候補者との契約ができない場合は次点候補者との契約とします。 

 
２ 業務内容 

（１）業務委託名 洋上作業員向け安全訓練施設新築設計業務委託 

（２）業 務 概 要 本施設の整備にかかる測量・地質調査・地盤調査・建築設計 

（３）履 行 期 限 契約書で定める期日から令和５年２月末日 
 

３ 管理技術者等 

本業務委託の受託者の管理技術者及び主任担当技術者は，「設計チーム・設計事務所 資

格・業務実績等説明書」（様式２）に記載した設計チームの管理技術者及び主任担当技

術者をそれぞれ選任するものとします。 

 

 
VIII 著作権及び提出図書の取扱い 

１ 著作権の帰属 

提出された提案書の著作権は，参加申込者に帰属するものとします。 

なお，著作権が第三者に帰属する著作物の使用の責は，参加申込者に全て帰するものとしま

す。 
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２ 提案書の取扱い 

前項の規定にかかわらず，本プロポーザルに関する公表，展示及びその他当会が必要と

認める場合に，当会は提出された提案書の全部又は一部を無償で使用することがで

きるものとします。 

 

 

IX 経費の負担 

参加申込者が本プロポーザルの参加（提案書の作成及び提出を含む。）に要した全

ての経費は，参加申込者の負担とします。 

 

 

X 失 格 

次の各号に該当した場合は，失格となる場合があります。 

（１）Ⅲの参加申込者の資格要件等に違反した場合 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（３）参加申込書提出後，長崎県建設工事入札参加登録者等指名停止要領に基づく入札参

加指名停止措置を受けた場合 

 

 

XI そ の 他 

（１）当会は，Ⅷ ２ の場合を除き，提出書類を無断で使用しないものとします。 

（２）当会は，設計候補者の選定を行う作業に必要な範囲において，提出書類の複製

を製作することができるものとします。 

（３）「設計チーム･設計事務所 資格・業務実績等説明書」（様式２）に記載された管

理技術者及び各主任担当技術者は，病気，死亡等極めて特別の理由があると認められた

場合を除き，変更することはできません。 

（４）提出された書類は，返却しません。 

（５）書類等の作成において使用する言語，通貨，時刻及び単位は，日本語,日本国通

貨,日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に規定された単位に限り

ます。 

（６）申込・提出期間を過ぎてからの書類の訂正，差し替えは，認められません。 

（７）提出された書類の内容により，必要に応じ追加資料の提出を求めることがあり

ます。 


